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帳簿の記帳と収支内訳書の作成のしかた 
（一般用） 

石 巻 市  

 

１ はじめに 

 事業所得（農業・漁業を含む）や不動産所得などがある方は、申告にあたって、帳簿の

記帳と収支内訳書の作成をあらかじめお願いします。申告までの流れは以下のとおりで

す。 

 

この手引きでは、記帳・帳簿等保存制度の説明と収支内訳書の作成方法などを説明し

ています。 

収入や経費は日頃から記帳を行い、作成した帳簿を基に「収支内訳書」を作成してく

ださい。 

 

２ 帳簿の記帳と保存について 

 個人で事業や不動産の貸付などを行うすべての方は、帳簿の記帳と領収書などの書類

の保存が必要です。 

 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・

仕入先などの相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載し

ます。日々の合計金額を科目ごとにまとめて記載するなど、簡易な方法で記載すること

も認められています。 

 帳簿の様式や種類には特に定めはありませんが、記帳した帳簿を基に収支内訳書が容

易に作成できるよう、項目をあらかじめ決めておき、整然とかつ明瞭に記入しましょう。 

 

 また、帳簿や請求書、領収書などの書類は以下のとおり保存する必要があります。 

● 収入金額や必要経費を記載した帳簿・・・・・・・７年 

● 棚卸表や請求書、納品書、領収書などの書類・・・５年 

  

なお、スーパーやホームセンターなどで事業に必要なものを購入した場合はレシート

や明細を残し、日用品と事業に使うものを一緒に購入した場合は、事業に使うものの金

額に印をつけ、区別できるようにします。  

帳簿の記帳

•収入や経費を
日常からまとめ
ておきましょう。

収支内訳書の
作成

•帳簿を基に科目
ごとに集計して
転記します。

申告書作成
申告相談

•申告書の作成は
申告会場でも可
能です。

必要書類の
保存

•領収書や帳簿は
保存の必要があ
ります。

① ② ③ ④ 
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３ 収支内訳書の作成について 

 収支内訳書は、売上げや家事消費などの収入金額から、仕入れなどの売上原価、必要経費などを差し引いて

所得を求めるための資料となります。正確に記入するためには、常日頃からの帳簿の作成が大変重要です。こ

の収支内訳書に見合った科目で帳簿の作成・整理をすると収支内訳書を容易に作成することができます。 

なお、収支内訳書は、はじめに裏面を記載すると作成しやすいので、裏面から記入するようにしましょう。 

 



-3- 

（１）収入金額                   ※番号は、収支内訳書の科目欄の番号と対応しています。 

科目 番号 説明 

収
入
金
額 

売上（収入）金額 ○1  令和７年中の売上（収入）を記入します。 

家事消費 ② 
商品などを家事のために使用したり、贈答した場合に通常の販売

価額を記入します。 

その他の収入 ③ その他事業に関連して生じた収入がある場合に記入します。 

売
上
原
価 

期首商品（製品）棚卸高 ⑤ 令和７年１月１日現在の商品などの棚卸高を記入します。 

仕入金額（製品製造原価） ⑥ 令和７年中の商品などの仕入金額を記入します。 

期末商品（製品）棚卸高 ⑧ 令和７年１２月３１日現在の商品などの棚卸高を記入します。 

 

（２）経費 

ａ．家事上の費用について 

 家事上の費用は必要経費にはなりません。また、事業上の費用と家事の費用の両方が含まれている場合

は、使用割合などに応じてあん分し、事業上の費用のみが必要経費となります。 

  【例】店舗兼住宅にかかる費用（固定資産税や火災保険料、修繕費など） 

水道料や電気料、ガソリン代などのうちに含まれている家事分の費用 

ｂ．必要経費の各科目の具体例            ※番号は、収支内訳書の科目欄の番号と対応しています。 

科目 番号 具体例 

給 料 賃 金 ⑪ 従業員に支払った給与・賃金等 ※家族に対する専従者給与（控除）は除く 

外 注 工 賃 ⑫ 修理などで外部に注文して支払った場合の加工賃など 

減 価 償 却 費 ⑬ 建物や機械、車両などの償却費 ※使用可能期間が１年以上で取得価額が 10 万円以上 

貸 倒 金 ⑭ 売掛金、貸付金が回収不能になった場合の損失 

地 代 家 賃 ⑮ 地代、家賃、駐車場代など 

利 子 割 引 料 ⑯ 事業資金の借入金利子など 

租 税 公 課 ○イ  事業税、固定資産税、自動車税、商工会や同業者団体等の会費・組合費 

※国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険や国民年金保険料は必要経費にはな

りません。事業所得の必要経費ではなく所得控除の計算上で計上します。 

荷 造 運 賃 ○ロ  商品の梱包資材費や運賃など 

水 道 光 熱 費 ○ハ  水道料や電気料、ガス代、灯油代など 

旅 費 交 通 費 ○ニ  電車・バス・タクシー代、宿泊代 

通 信 費 ○ホ  電話代、切手・はがき代、インターネット通信料など 

広 告 宣 伝 費 ○ヘ  新聞や雑誌・テレビ・ラジオなどの広告費、チラシ・折り込み広告、名入りカレンダーや

手ぬぐい、陳列装飾のための費用 

接 待 交 際 費 ○ト  取引先や得意先に対する茶菓飲食代、お中元やお歳暮などの贈答品、香典や祝儀など 

損 害 保 険 料 ○チ  店舗や商品の火災保険料、自動車の損害保険料 

修 繕 費 ○リ  店舗、自動車、機械、器具備品などの修理代 

消 耗 品 費 ○ヌ  文房具、用紙、ガソリンなどの消耗品代、使用可能期間が１年未満か取得価額が 10 万円

未満の物品の購入代 

福 利 厚 生 費 ○ル  従業員の慰安や医療・衛生などのための費用、事業主が負担する従業員の健康保険や雇用

保険等の掛金 

雑 費 ○レ  事業用の費用で他の経費にあてはまらないもの 
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（３）専従者控除について 

 事業主と生計を一にする 15歳以上の親族で、６か月を超える期間その事業に専ら従事している場合、その

事業に従事している親族（事業専従者）１人につき、下記ａ・ｂのうち、いずれか少ない方の金額を必要経

費にすることができます。 

ａ．事業主の配偶者である事業専従者 860,000 円（配偶者以外の親族である場合は、500,000 円） 

ｂ．事業所得の金額［収支内訳書表面⑲の金額］÷（事業専従者の人数＋１） 

 なお、この控除金額については、事業専従者の給与収入とみなされます。また、事業専従者である人は、

控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。 

 

（４）減価償却費について 

 事業用の建物、機械、装置、器具などの資産の購入代金は、その支出した年に全額必要経費とするのでなく、

資産の使用期間に配分した金額を必要経費とします。計算方法は、資産の取得時期によって異なります。 

 ａ．平成 19年 4月１日以降に取得した資産・・・【定額法】 

資産の取得価額 × 償却率 × 
使用月数 

× 使用割合 ＝ 
減価 

償却費 12 

 ｂ．平成 19年 3月 31 日以前に取得した資産・・・【旧定額法】 

資産の取得価額 

の 90％ 
× 償却率 × 

使用月数 
× 使用割合 ＝ 

減価 

償却費 12 

 【例】 令和 7年 7月 に 普通自動車 を 300 万円で購入 

     車両はレジャーと仕事と兼用で年間を通じて使用しており事業で使用する割合は 80％ 

 

      3,000,000 円 × 0.167 × 6 ヶ月／12 ヶ月 × 0.8 ＝ 200,400 円 

 

 減価償却資産の償却率など計算方法の詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。 

新たに取得したものなどで計算方法が不明な場合は、申告相談会場にお越しいただく際に、取得した物品と

取得価額が分かるもの（納品書や領収書など）を持参してください。 

計算方法が分からない場合は、空欄のまま申告相談会場へお越しください。その際は、前年の収支内訳書の

控えをお持ちください。 

 

４ 収支内訳書の作成におけるチェックポイント 

□ 帳簿は収支内訳書が容易に作成できるよう整理されていますか。 

□ 家事消費（自家消費）したものや贈答したものがある場合は、収入金額に計上していますか。 

□ 必要経費には、日常生活で使用したものは含まれていませんか。 

また、家事用と事業用の両方が含まれている場合、使用割合であん分しましたか。 

□ 従業員に給与を支払った場合は、「給与支払報告書」を従業員の居住する市町村に提出しましたか。 

□ 生計を一にする親族に対して支払った給与を給与賃金に計上していませんか。 

□ 専従者控除がある場合は、正しい計算を行いましたか。 

□ 取得価額が 10万円以上の物品は、消耗品費ではなく減価償却費に計上しましたか。 

□ 領収書などはきちんと保管しましたか。 

     

申告相談受付は、あらかじめ収支内訳書を作成のうえ、来庁くださるようお願いします。 


